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令和２年６月市議会定例会議案目録 

 

議 案 番 号 件        名 関 係 部 等 頁 

議案第３７号 専決処分の承認を求めることについて 財 務 部 別冊 

議案第３８号 令和２年度木更津市一般会計補正予算（第２号） 財 務 部 別冊 

議案第３９号 

木更津市農業委員会委員の過半数を農業委員会等に関す

る法律第８条第５項各号に掲げる者又は農業委員会等に

関する法律施行規則第２条第１号イからヌまでに掲げる

者とすることについて 

農 業 委 員 会 １ 

議案第４０号 木更津市農業委員会委員の任命について 総 務 部 ２ 

議案第４１号 木更津市農業委員会委員の任命について 総 務 部 ３ 

議案第４２号 木更津市農業委員会委員の任命について 総 務 部 ４ 

議案第４３号 木更津市農業委員会委員の任命について 総 務 部 ５ 

議案第４４号 木更津市農業委員会委員の任命について 総 務 部 ６ 

議案第４５号 木更津市農業委員会委員の任命について 総 務 部 ７ 

議案第４６号 木更津市農業委員会委員の任命について 総 務 部 ８ 

議案第４７号 木更津市農業委員会委員の任命について 総 務 部 ９ 

議案第４８号 木更津市農業委員会委員の任命について 総 務 部 １０ 

議案第４９号 木更津市農業委員会委員の任命について 総 務 部 １１ 

議案第５０号 木更津市農業委員会委員の任命について 総 務 部 １２ 



 

議案第５１号 木更津市農業委員会委員の任命について 総 務 部 １３ 

議案第５２号 木更津市農業委員会委員の任命について 総 務 部 １４ 

議案第５３号 木更津市農業委員会委員の任命について 総 務 部 １５ 

議案第５４号 木更津市農業委員会委員の任命について 総 務 部 １６ 

議案第５５号 木更津市農業委員会委員の任命について 総 務 部 １７ 

議案第５６号 木更津市農業委員会委員の任命について 総 務 部 １８ 

議案第５７号 木更津市農業委員会委員の任命について 総 務 部 １９ 

議案第５８号 附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について 市 長 公 室 ２０ 

議案第５９号 

木更津市固定資産評価審査委員会条例及び木更津市行政

手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

総 務 部 

財 務 部 
２１ 

議案第６０号 木更津市税条例等の一部を改正する条例の制定について 財 務 部 ２７ 

議案第６１号 
木更津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制

定について 
市 民 部 ３８ 

議案第６２号 
木更津市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 
市 民 部 ３９ 

議案第６３号 
木更津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の制定について 
健康こども部 ４０ 

議案第６４号 

木更津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

健康こども部 ４２ 

議案第６５号 
木更津市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 
福 祉 部 ４４ 

議案第６６号 
木更津市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について 
環 境 部 ４６ 



議案第６７号 

木更津市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例及

び木更津市公共下水道の事業認可区域外から公共下水道

への流入に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

都 市 整 備 部 ４８ 

議案第６８号 工事請負契約の締結について 総 務 部 ５０ 

議案第６９号 工事請負契約の締結について 総 務 部 ５１ 

議案第７０号 市道路線の認定について 都 市 整 備 部 ５２ 



議案第３９号 

木更津市農業委員会委員の過半数を農業委員会等に関する法律第８条第５項各号に掲げる

者又は農業委員会等に関する法律施行規則第２条第１号イからヌまでに掲げる者とするこ

とについて 

 農業委員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第２３号）第２条第１号の規定によ

り、木更津市農業委員会委員の過半数を農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）

第８条第５項各号に掲げる者又は農業委員会等に関する法律施行規則第２条第１号イからヌまで 

に掲げる者とすることについて、議会の同意を求める。 

令和２年６月４日提出 

 木更津市長  渡 辺  芳 邦  

提案理由 

木更津市農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に８を乗じて得た数を下

回ることから、木更津市農業委員会委員の過半数を農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律

第８８号）第８条第５項各号に掲げる者又は農業委員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農

林省令第２３号）第２条第１号イからヌまでに掲げる者としようとするものである。 

1



議案第４０号 

   木更津市農業委員会委員の任命について 

 木更津市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６年

法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

住              所 氏    名 生 年 月 日 

□□□□□□□□□□ 安 藤  一 男 □□□□□□□□□□ 

令和２年６月４日提出 

                       木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市農業委員会委員安藤一男氏の任期満了に伴い、同氏を再度委員に任命しようとするも

のである。 

2



議案第４１号 

   木更津市農業委員会委員の任命について 

 木更津市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６年

法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

住              所 氏    名 生 年 月 日 

□□□□□□□□□□ 山 口   進 □□□□□□□□□□ 

令和２年６月４日提出 

                       木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市農業委員会委員山口進氏の任期満了に伴い、同氏を再度委員に任命しようとするもの

である。 

3



議案第４２号 

   木更津市農業委員会委員の任命について 

 木更津市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６年

法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

住              所 氏    名 生 年 月 日 

□□□□□□□□□□ 杉 山   孝 □□□□□□□□□□ 

令和２年６月４日提出 

                       木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市農業委員会委員杉山孝氏の任期満了に伴い、同氏を再度委員に任命しようとするもの

である。 

4



議案第４３号 

   木更津市農業委員会委員の任命について 

 木更津市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６年

法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

住              所 氏    名 生 年 月 日 

□□□□□□□□□□ 地 曳  功 一 □□□□□□□□□□ 

令和２年６月４日提出 

                       木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市農業委員会委員地曳功一氏の任期満了に伴い、同氏を再度委員に任命しようとするも

のである。 

5



議案第４４号 

   木更津市農業委員会委員の任命について 

 木更津市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６年

法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

住              所 氏    名 生 年 月 日 

□□□□□□□□□□ 清 水  宏 益 □□□□□□□□□□ 

令和２年６月４日提出 

                       木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市農業委員会委員清水宏益氏の任期満了に伴い、同氏を再度委員に任命しようとするも

のである。 

6



議案第４５号 

   木更津市農業委員会委員の任命について 

 木更津市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６年

法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

住              所 氏    名 生 年 月 日 

□□□□□□□□□□ 江 尻  幸 子 □□□□□□□□□□ 

令和２年６月４日提出 

                       木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市農業委員会委員江尻幸子氏の任期満了に伴い、同氏を再度委員に任命しようとするも

のである。 

7



議案第４６号 

   木更津市農業委員会委員の任命について 

 木更津市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６年

法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

住              所 氏    名 生 年 月 日 

□□□□□□□□□□ 髙 橋   勇 □□□□□□□□□□ 

令和２年６月４日提出 

                       木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市農業委員会委員髙橋勇氏の任期満了に伴い、同氏を再度委員に任命しようとするもの

である。 

8



議案第４７号 

   木更津市農業委員会委員の任命について 

 木更津市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６年

法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

住              所 氏    名 生 年 月 日 

□□□□□□□□□□ 𠮷 田  和 義 □□□□□□□□□□ 

令和２年６月４日提出 

                       木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市農業委員会委員𠮷田和義氏の任期満了に伴い、同氏を再度委員に任命しようとするも

のである。 
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議案第４８号 

   木更津市農業委員会委員の任命について 

 木更津市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６年

法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

住              所 氏    名 生 年 月 日 

□□□□□□□□□□ 篠 田  一 男 □□□□□□□□□□ 

令和２年６月４日提出 

                       木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市農業委員会委員に篠田一男氏を新たに任命しようとするものである。 
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議案第４９号 

   木更津市農業委員会委員の任命について 

 木更津市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６年

法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

住              所 氏    名 生 年 月 日 

□□□□□□□□□□ 竹 内  和 雄 □□□□□□□□□□ 

令和２年６月４日提出 

                       木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市農業委員会委員に竹内和雄氏を新たに任命しようとするものである。 

11



議案第５０号 

   木更津市農業委員会委員の任命について 

 木更津市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６年

法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

住              所 氏    名 生 年 月 日 

□□□□□□□□□□ 金 子  一 夫 □□□□□□□□□□ 

令和２年６月４日提出 

                       木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市農業委員会委員に金子一夫氏を新たに任命しようとするものである。 
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議案第５１号 

   木更津市農業委員会委員の任命について 

 木更津市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６年

法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

住              所 氏    名 生 年 月 日 

□□□□□□□□□□ 平 野  眞 一 □□□□□□□□□□ 

令和２年６月４日提出 

                       木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市農業委員会委員に平野眞一氏を新たに任命しようとするものである。 

13



議案第５２号 

   木更津市農業委員会委員の任命について 

 木更津市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６年

法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

住              所 氏    名 生 年 月 日 

□□□□□□□□□□ 庄 司  英 実 □□□□□□□□□□ 

令和２年６月４日提出 

                       木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市農業委員会委員に庄司英実氏を新たに任命しようとするものである。 
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議案第５３号 

   木更津市農業委員会委員の任命について 

 木更津市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６年

法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

住              所 氏    名 生 年 月 日 

□□□□□□□□□□ 山 口  登志雄 □□□□□□□□□□ 

令和２年６月４日提出 

                       木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市農業委員会委員に山口登志雄氏を新たに任命しようとするものである。 

15



議案第５４号 

   木更津市農業委員会委員の任命について 

 木更津市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６年

法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

住              所 氏    名 生 年 月 日 

□□□□□□□□□□ 地 曵  昭 裕 □□□□□□□□□□ 

令和２年６月４日提出 

                       木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市農業委員会委員に地曵昭裕氏を新たに任命しようとするものである。 
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議案第５５号 

   木更津市農業委員会委員の任命について 

 木更津市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６年

法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

住              所 氏    名 生 年 月 日 

□□□□□□□□□□ 齋 藤  洋 一 □□□□□□□□□□ 

令和２年６月４日提出 

                       木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市農業委員会委員に齋藤洋一氏を新たに任命しようとするものである。 
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議案第５６号 

   木更津市農業委員会委員の任命について 

 木更津市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６年

法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

住              所 氏    名 生 年 月 日 

□□□□□□□□□□ 林  憲 司 □□□□□□□□□□ 

令和２年６月４日提出 

                       木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市農業委員会委員に林憲司氏を新たに任命しようとするものである。 

18



議案第５７号 

   木更津市農業委員会委員の任命について 

 木更津市農業委員会委員に次の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭和２６年

法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

住              所 氏    名 生 年 月 日 

□□□□□□□□□□ 小 川   均 □□□□□□□□□□ 

令和２年６月４日提出 

                       木更津市長  渡 辺  芳 邦   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市農業委員会委員に小川均氏を新たに任命しようとするものである。 
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議案第５８号 

附属機関設置条例の一部を改正する条例の制定について 

附属機関設置条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和２年６月４日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

附属機関設置条例の一部を改正する条例 

附属機関設置条例（昭和３４年木更津市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

 別表に次のように加える。 

木更津市水産

振興計画策定

検討委員会 

木更津市水産振興計

画の策定について調

査審議し、必要な事

項を市長に答申し、

又は建議すること。 

委員長 

副委員長 

委員 

１ 学識経験者 

２ 関係団体を代表す

る者 

 

２０人以内 １年以内 

   附 則 

 この条例は、令和２年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市水産振興計画策定検討委員会を設置するため、関係条文の整備をしようとするもので

ある。 
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議案第５９号 

木更津市固定資産評価審査委員会条例及び木更津市行政手続等における情報通信の技術の

利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市固定資産評価審査委員会条例及び木更津市行政手続等における情報通信の技術の利用

に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和２年６月４日提出 

                 木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市固定資産評価審査委員会条例及び木更津市行政手続等における情報通信の技術の

利用に関する条例の一部を改正する条例 

 （木更津市固定資産評価審査委員会条例の一部改正） 

第１条 木更津市固定資産評価審査委員会条例（昭和２６年木更津市条例第４５号）の一部を次

のように改正する。 

第６条第２項中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技

術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「情報通信技術利用法」を「情報通信技術活用

法」に、「第３条第１項」を「第６条第１項」に改める。 

第１０条第１項第２号中「情報通信技術利用法第４条第１項」を「情報通信技術活用法第７

条第１項」に、「同項」を「情報通信技術活用法第６条第１項」に改め、同条第２項第３号中

「情報通信技術利用法第３条第１項」を「情報通信技術活用法第６条第１項」に改める。 

 （木更津市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正） 

第２条 木更津市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成２１年木更津市

条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

    木更津市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例 

 第１条中「情報通信の技術」を「情報通信技術」に改め、「、市民の利便性の向上を図ると

ともに」を削り、「に資する」を「を図り、もって市民生活の向上に寄与する」に改める。 

  第２条第５号中「図形等」を「図形その他の」に改める。 

  第９条を第１３条とし、第８条の見出しを「（情報通信技術を活用した行政の推進に関する  

状況の公表）」に改め、同条中「少なくとも毎年度１回、市の機関が」を削り、「使用して行 
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わせ、又は」を「使用する方法により」に改め、「できる」の次に「市の機関に係る」を加え、

「情報通信の技術の利用」を「情報通信技術を活用した行政の推進」に、「公表」を「随時公

表」に改め、同条を第１２条とし、第７条を削る。 

  第６条第１項中「市の機関は、」を削り、「規定により」を「規定において」に、「として

いる」を「が規定されている」に改め、「書面等の作成等に代えて」を削り、「の作成等を」

を「により」に改め、同条第２項中「前項の規定」を「前項の電磁的記録」に、「を書面等に 

より行うものとして規定した作成等に関する」を「に関する他の」に、「規定する」を「より」 

に改め、「みなして、」の次に「当該条例等その他の」を加え、同条第３項中「第１項の場合

において、市の機関は、」を「作成等のうち」に、「より」を「おいて」に、「としているも

の」を「が規定されているものを第１項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等」に改

め、「当該署名等に」を削り、同条を第８条とし、同条の次に次の３条を加える。 

  （適用除外） 

第９条 次に掲げる手続等については、第５条から前条までの規定は、適用しない。 

  ⑴ 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があ

ること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることそ

の他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を

利用する方法により行うことが適当でないものとして規則等で定めるもの 

⑵ 手続等のうち当該手続等に関する他の条例等の規定において電子情報処理組織を使用す

る方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの（第５

条第１項、第６条第１項、第７条第１項又は前条第１項の規定に基づき行うことが規定さ

れているものを除く。） 

（添付書面等の省略） 

第１０条 申請等をする者に係る住民票の写し、登記事項証明書その他の規則等で定める書面

等であって当該申請等に関する他の条例等の規定において当該申請等に際し添付することが

規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市の機関が、当該申請等

をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当

該書面等の区分に応じ規則等で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用し

て、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合

には、添付することを要しない。 
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 （情報通信技術の利用のための能力等における格差の是正） 

第１１条 市は、情報通信技術を活用した行政の推進に当たっては、全ての者が情報通信技術

の便益を享受できるよう、情報通信技術の利用のための能力又は知識経験が十分でない者が

身近に相談、助言その他の援助を求めることができるようにするための施策、当該援助を行

う者の確保及び資質の向上のための施策その他の年齢、身体的な条件、地理的な制約その他

の要因に基づく情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正を図る

ために必要な施策を講ずるものとする。 

  第５条第１項中「市の機関は、」を削り、「規定により」を「規定において」に、「として

いる」を「が規定されている」に改め、「書面等の縦覧等に代えて」を削り、「の縦覧等を」

を「により」に改め、同条第２項中「前項の規定」を「前項の電磁的記録に記録されている事

項又は書類」に、「を書面等により行うものとして規定した縦覧等に関する」を「に関する他

の」に、「規定する」を「より」に改め、「みなして、」の次に「当該条例等その他の」を加

え、同条を第７条とする。 

  第４条第１項中「市の機関は、」を削り、「規定により」を「規定において」に、「として

いる」を「その他のその方法が規定されている」に、「電子情報処理組織（市の機関の使用に

係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した

電子情報処理組織をいう。）を使用して」を「規則等で定める電子情報処理組織を使用する方

法により」に改め、同項にただし書として次のように加える。 

   ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける

旨の規則等で定める方式により表示をする場合に限る。 

  第４条第２項中「前項の規定」を「前項の電子情報処理組織を使用する方法」に、「を書面 

等により行うものとして規定した処分通知等に関する」を「に関する他の」に、「する書面等」 

を「する方法」に改め、「みなして、」の次に「当該条例等その他の」を加え、同条第３項中

「規定」を「電子情報処理組織を使用する方法」に、「同項の」を「当該」に改め、同条第４

項中「第１項の場合において、市の機関は、」を「処分通知等のうち」に、「より」を「おい

て」に、「としているもの」を「が規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用す

る方法により行う場合には、当該署名等」に改め、「当該署名等に」を削り、同条に次の１項

を加える。 

５ 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、処分通知
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等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該処分通

知等のうちに第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不

適当と認められる部分がある場合として規則等で定める場合には、規則等で定めるところに

より、当該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場

合において、第２項中「行われた処分通知等」とあるのは「行われた処分通知等（第５項の 

規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第４項までにおいて同じ。）」

とする。 

  第４条を第６条とする。 

  第３条第１項中「市の機関は、」を削り、「規定により」を「規定において」に、「として

いる」を「その他のその方法が規定されている」に、「申請等をする者」を「その手続等の相

手方」に改め、「いう」の次に「。以下同じ」を加え、「して行わせる」を「する方法により 

行う」に改め、同条第２項中「前項の規定」を「前項の電子情報処理組織を使用する方法」に、 

「を書面等により行うものとして規定した申請等に関する」を「に関する他の」に、「する書

面等」を「する方法」に改め、「みなして、」の次に「当該条例等その他の」を加え、同条第

３項中「規定」を「電子情報処理組織を使用する方法」に、「同項の」を「当該申請等を受け

る」に改め、同条第５項中「第１項の場合において、市の機関は、」を「申請等のうち」に、

「より」を「おいて」に、「としているもの」を「が規定されているものを第１項の電子情報

処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等」に改め、「かかわらず、」の次に

「電子情報処理組織を使用した個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カ 

ードをいう。第１０条において同じ。）の利用その他の」を加え、「当該署名等に代えさせる」

を「代える」に改め、同条に次の２項を加える。 

６ 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において証紙による方法その他の手数

料の納付の方法が規定されているものを第１項の電子情報処理組織を使用する方法により行

う場合には、当該手数料の納付については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則等で定めるものをも

ってすることができる。 

７ 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書

面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第
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１項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められ

る部分がある場合として規則等で定める場合には、規則等で定めるところにより、当該申請

等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第２項

中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等（第７項の規定により前項の規定を適

用する部分に限る。以下この項から第６項までにおいて同じ。）」とする。 

  第３条を第５条とし、第２条の次に次の２条を加える。 

 （情報システム整備計画） 

第３条 市は、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る市の機関の情報システム（以下

単に「情報システム」という。）の整備を総合的かつ計画的に実施するため、情報システム

の整備に関する計画（以下「情報システム整備計画」という。）を作成するものとする。 

２ 市長は、情報システム整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

情報システム整備計画を変更したときも、同様とする。 

  （情報システムの整備） 

第４条 市の機関は、情報システム整備計画に従って情報システムを整備するものとする。 

２ 市の機関は、前項の規定による情報システムの整備に当たっては、当該情報システムの安

全性及び信頼性を確保するために必要な措置を講ずるものとする。 

３ 市の機関は、第１項の規定による情報システムの整備に当たっては、これと併せて、当該

情報システムを利用して行われる手続等及びこれに関連する市の機関の事務の簡素化又は合

理化その他の見直しを行うよう努めるものとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和２年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第２条の規定による改正後の木更津市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例（以

下「新条例」という。）第５条及び第６条の規定は、令和２年１０月１日以後に行われる申請

等又は処分通知等について適用し、同日前に行われた電子情報処理組織による申請等又は処分

通知等については、なお従前の例による。 

３ 第２条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の木更津市行政手続等における情報通

信の技術の利用に関する条例第５条又は第６条の規定により行われている縦覧等又は作成等に
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ついては、新条例第７条又は第８条の規定により行われている縦覧等又は作成等とみなして、

これらの規定を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及

び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正す

る法律（令和元年法律第１６号）の施行に伴い、関係条例の整備をしようとするものである。 
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議案第６０号 

木更津市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

木更津市税条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和２年６月４日提出 

                 木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市税条例等の一部を改正する条例 

 （木更津市税条例の一部改正） 

第１条 木更津市税条例（昭和３６年木更津市条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

第２４条第１項第２号中「寡夫」を「ひとり親」に改める。 

第３４条の２中「第１２項」を「第１１項」に、「寡婦（寡夫）控除額」を「寡婦控除額、

ひとり親控除額」に、「第７項」を「第６項」に改める。 

第３６条の２第１項ただし書中「第３１４条の２第５項」を「第３１４条の２第４項」に改

める。 

第３６条の３の２の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、同条第１

項中第３号を削り、第４号を第３号とする。 

第３６条の３の３の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改め、同条第１

項中「若しくは単身児童扶養者である者」を削り、同項中第３号を削り、第４号を第３号とす

る。 

第４８条第２項中「第６６条の７第４項及び第１０項」を「第６６条の７第５項及び第１１

項」に改める。 

第５４条第２項中「登録されている」を「登録がされている」に改め、同条第４項中「によ

つて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、「これを」を削り、「課する」を

「課することができる」に改め、同項に後段として次のように加える。 

この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使

用者に通知しなければならない。 

第５４条第７項中「第１０条の２の１２」を「第１０条の２の１５」に改め、同項を同条第

８項とし、同条第６項中「によつて」を「により」に、「第４９条の２」を「第４９条の３」 

に、「みなす」を「みなすことができる」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中「に
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よつて」を「により」に、「においては」を「には」に、「登録されている」を「登録がされ

ている」に、「みなす」を「みなすことができる」に改め、同項を同条第６項とし、同条第４

項の次に次の１項を加える。 

 ５ 法第３４３条第５項に規定する探索を行つてもなお固定資産の所有者の存在が不明である

場合（前項に規定する場合を除く。）には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税

台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、市は、当該

登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。 

第６１条第９項及び第１０項中「第３４９条の３第１２項」を「第３４９条の３第１１項」

に改める。 

第６１条の２の見出し及び同条第１項中「第３４９条の３第２８項」を「第３４９条の３第

２７項」に改め、同条第２項中「第３４９条の３第２９項」を「第３４９条の３第２８項」に

改め、同条第３項中「第３４９条の３第３０項」を「第３４９条の３第２９項」に改める。 

  第７４条の２の次に次の１条を加える。 

  （現所有者の申告） 

 第７４条の３ 現所有者（法第３８４条の３に規定する現所有者をいう。以下この条及び次条

において同じ。）は、現所有者であることを知つた日の翌日から３月を経過した日までに次

に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。 

  ⑴ 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人との関係及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所、氏名又は名称

及び同号に規定する個人との関係） 

  ⑵ 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に

登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名 

  ⑶ その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

第７５条第１項中「又は」を「若しくは」に、「によつて」を「により、又は現所有者が前

条の規定により」に、「においては」を「には」に改める。 

 第９４条第２項に次のただし書を加える。 

   ただし、１本当たりの重量が０．７グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当

該葉巻たばこの１本をもつて紙巻きたばこの０．７本に換算するものとする。 

第９４条第４項中「左欄に掲げる製造たばこ」の次に「（同項ただし書に規定する葉巻たば
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こを除く。）」を加える。 

第９６条中第３項を第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項（法第４６９条第１項第

３号又は第４号に係る部分に限る。）」に、「第１６条の２の３」を「第１６条の２の３第２

項」に、「提出しない場合には、適用しない」を「提出している場合に限り、適用する」に改

め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

 ２ 前項（法第４６９条第１項第１号又は第２号に係る部分に限る。）の規定は、卸売販売業

者等が、同条第１項第１号又は第２号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第

９８条第１項又は第２項の規定による申告書に前項（法第４６９条第１項第１号又は第２号

に係る部分に限る。）の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、

施行規則第１６条の２の３第１項に規定する書類を保存している場合に限り、適用する。 

 第９８条第１項中「第９６条第２項」を「第９６条第３項」に改める。 

 第１３１条第６項中「第５４条第６項」を「第５４条第７項」に改める。 

第１４１条第２項中「第３４９条の３第１０項から第１２項まで、第２２項から第２４項ま

で、第２６項、第２８項から第３１項まで、第３３項又は第３４項」を「第３４９条の３第９

項から第１１項まで、第２１項から第２３項まで、第２５項、第２７項から第３０項まで、第

３２項又は第３３項」に改める。 

附則第３条の２第１項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合（平均

貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。次項

において同じ。）」に、「この条において同じ」を「この項において同じ」に改め、「（以下

この条において「特例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を

「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改め、同条第２項中「特例

基準割合適用年中」を「各年の平均貸付割合に年０．５パーセントの割合を加算した割合が年

７．３パーセントの割合に満たない場合には、その年中」に、「当該特例基準割合適用年」を

「その年」に、「特例基準割合と」を「当該加算した割合と」に改める。 

附則第３条の２の２第１項中「特例基準割合」を「加算した割合」に改める。 

附則第６条第１項中「令和３年度」を「令和６年度」に改める。 

附則第８条中「又は法」を「又は」に改める。 

附則第８条の２第２項を削り、同条第３項中「附則第１５条第２項第６号」を「附則第１５

条第２項第５号」に改め、同項を同条第２項とし、同条中第４項を第３項とし、第５項を第４
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項とし、同条第６項中「附則第１５条第２９項」を「附則第１５条第２６項」に改め、同項を

同条第５項とし、同条第７項中「附則第１５条第３０項第１号」を「附則第１５条第２７項第

１号」に改め、同項を同条第６項とし、同条第８項中「附則第１５条第３０項第２号」を「附

則第１５条第２７項第２号」に改め、同項を同条第７項とし、同条第９項中「附則第１５条第

３０項第３号」を「附則第１５条第２７項第３号」に改め、同項を同条第８項とし、同条第１

０項中「附則第１５条第３１項第１号」を「附則第１５条第２８項第１号」に改め、同項を同

条第９項とし、同条第１１項中「附則第１５条第３１項第２号」を「附則第１５条第２８項第

２号」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第１２項中「附則第１５条第３３項第１号イ」

を「附則第１５条第３０項第１号イ」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第１３項中「附

則第１５条第３３項第１号ロ」を「附則第１５条第３０項第１号ロ」に改め、同項を同条第１

２項とし、同条第１４項を削り、同条第１５項中「附則第１５条第３３項第１号ニ」を「附則

第１５条第３０項第１号ハ」に改め、同項を同条第１３項とし、同条第１６項中「附則第１５

条第３３項第１号ホ」を「附則第１５条第３０項第１号ニ」に改め、同項を同条第１４項とし、

同条第１７項中「附則第１５条第３３項第２号イ」を「附則第１５条第３０項第２号イ」に改

め、同項を同条第１５項とし、同条第１８項中「附則第１５条第３３項第２号ロ」を「附則第

１５条第３０項第２号ロ」に改め、同項を同条第１６項とし、同項の次に次の１項を加える。 

 １７ 法附則第１５条第３０項第２号ハに規定する設備について同号に規定する市の条例で定

める割合は、４分の３とする。 

  附則第８条の２第１９項中「附則第１５条第３３項第３号イ」を「附則第１５条第３０項第 

３号イ」に改め、同項を同条第１８項とし、同条第２０項中「附則第１５条第３３項第３号ロ」 

を「附則第１５条第３０項第３号ロ」に改め、同項を同条第１９項とし、同条第２１項中「附

則第１５条第３３項第３号ハ」を「附則第１５条第３０項第３号ハ」に改め、同項を同条第２

０項とし、同条第２２項中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条第３４項」に改め、同

項を同条第２１項とし、同条第２３項を削り、同条第２４項中「附則第１５条第４４項」を「

附則第１５条第３８項」に改め、同項を同条第２２項とし、同条第２５項中「附則第１５条第

４５項」を「附則第１５条第３９項」に改め、同項を同条第２３項とし、同条第２６項中「附

則第１５条第４７項」を「附則第１５条第４１項」に改め、同項を同条第２４項とし、同項の

次に次の１項を加える。 

 ２５ 法附則第１５条第４７項に規定する市の条例で定める割合は、３分の２とする。 
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  附則第８条の２中第２７項を第２６項とする。 

  附則第９条の２第２項中「平成３１年度適用土地又は平成３１年度類似適用土地」を「令和

元年度適用土地又は令和元年度類似適用土地」に改める。 

  附則第１０条、第１１条、第１１条の３及び第１３条第１項中「又は法」を「又は」に改め

る。 

  附則第１５条第１項中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１項」を加える。 

  附則第１５条の２第１項及び第２項中「令和２年度」を「令和５年度」に改め、同条第３項

中「第３５条の２」を「第３５条の３」に改める。 

  附則第１７条から第１７条の５までの規定、第１８条、第１９条及び第１９条の２中「第１

９項」を「第１８項」に、「又は法」を「又は」に改める。 

  附則第２２条中「、第１９項、第２１項から第２５項まで、第２７項、第２８項、第３２項、

第３６項、第４０項、第４３項から第４５項まで若しくは第４８項から第５０項まで」を「か

ら第２２項まで、第２４項、第２５項、第２９項、第３３項、第３７項から第３９項まで、第

４２項から第４４項まで、第４７項若しくは第４８項」に、「第３４項」を「第３３項」に、

「又は法」を「又は」に改める。 

第２条 木更津市税条例の一部を次のように改正する。 

  第１９条中「第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告書に」を「第３２１条の８第３４ 

項及び第３５項の申告書に」に、「においては」を「には」に改め、同条第４号中「によつて」 

を「により」に改め、同条第５号中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、同

条第６号中「第３２１条の８第２２項及び第２３項」を「第３２１条の８第３４項及び第３５

項」に改める。 

  第２０条中「及び第４項」を削り、「並びに」を「及び」に改める。 

  第２３条第３項中「規定する収益事業」の次に「（以下この項及び第３１条第２項の表第１

号において「収益事業」という。）」を加え、「第３１条第２項の表の第１号」を「同号」に、

「第４８条第１０項から第１２項まで」を「第４８条第９項から第１６項まで」に改める。 

  第３１条第２項の表第１号オ中「第２９２条第１項第４号の５」を「第２９２条第１項第４

号の２」に改め、同条第３項中「、同項第２号の連結事業年度開始の日から６月の期間若しく

は同項第３号の連結法人税額の課税標準の算定期間又は同項第４号」を「若しくは同項第２号

の期間又は同項第３号」に改める。 

31



  第３４条の４第３項中「、同条第４項の規定によつて申告納付すべき法人にあつては同項に

規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在」を削る。 

  第４８条第１項中「第４項、第１９項、第２２項及び第２３項」を「第３１項、第３４項及

び第３５項」に、「第１０項、第１１項及び第１３項」を「第９項、第１０項及び第１２項」

に、「第４項、第１９項及び第２３項」を「第３１項及び第３５項」に、「同条第２２項」を

「同条第３４項」に、「第３項」を「第２項後段」に改め、同条第２項中「第６６条の７第５

項及び第１１項又は第６８条の９１第４項及び第１０項」を「第６６条の７第４項及び第１０

項」に、「第３２１条の８第２４項」を「第３２１条の８第３６項」に改め、同条第３項中「

第６６条の９の３第４項及び第１０項又は第６８条の９３の３第４項及び第１０項」を「第６

６条の９の３第３項及び第９項」に、「第３２１条の８第２５項」を「第３２１条の８第３７

項」に改め、同条第４項中「第３２１条の８第２６項」を「第３２１条の８第３８項」に改め、 

同条第５項中「第３２１条の８第２２項」を「第３２１条の８第３４項」に、「同条第２１項」 

を「同条第３３項」に、「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条第２３項」

を「同条第３５項」に改め、同条第６項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、

「同条第２２項」を「同条第３４項」に、「第３２１条の８第２３項」を「第３２１条の８第

３５項」に改め、同条第７項中「第３２１条の８第２２項」を「第３２１条の８第３４項」に、

「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、同項第２号中「第３２１条の８第２３

項」を「第３２１条の８第３５項」に改め、同条第９項を削り、同条第１０項中「第３２１条

の８第４２項」を「第３２１条の８第５２項」に、「同条第４２項」を「同条第５２項」に、

「第１２項」を「第１１項」に改め、同項を同条第９項とし、同条中第１１項を第１０項とし、

同条第１２項中「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第１３項中

「第１０項」を「第９項」に、「第７５条の４第２項」を「第７５条の５第２項」に改め、同

項を同条第１２項とし、同条中第１４項を第１３項とし、同条第１５項中「第１３項」を「第

１２項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第１６項中「

第１３項前段」を「第１２項前段」に、「第３２１条の８第５１項」を「第３２１条の８第６

１項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１５項とし、同条第１７項中「第

１３項後段」を「第１２項後段」に、「第１５項」を「第１４項」に、「第７５条の４第３項

若しくは第６項（同法第８１条の２４の３第２項において準用する場合を含む。）」を「第７

５条の５第３項若しくは第６項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１６項
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とする。 

  第５０条第２項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条第２３項」を「

同条第３５項」に、「、第２項又は第４項」を「又は第２項」に改め、同条第３項中「、第４

項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、「（同条第２項又は第４項に規定する申告書を

提出すべき法人が連結子法人の場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連

結親法人（法人税法第２条第１２号の６の７に規定する連結親法人をいう。以下この項におい

て同じ。）若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、

又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項第２号において同じ。）」を削り、同

条第４項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改める。 

  第５２条第４項から第６項までを削る。 

  第９４条第２項ただし書中「０．７グラム」を「１グラム」に、「０．７本」を「１本」に

改める。 

  附則第３条の２第２項中「及び第４項」を削る。 

（木更津市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 木更津市税条例の一部を改正する条例（平成２７年木更津市条例第４２号）の一部を次

のように改正する。 

  附則第６条第２項第３号中「平成３１年９月３０日」を「令和元年９月３０日」に改め、同

条第１３項中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１日」に改め、同条第１４項の表

第５項の項中「平成３１年１０月３１日」を「令和元年１０月３１日」に改め、同表第６項の

項中「平成３２年３月３１日」を「令和２年３月３１日」に改める。 

第４条 木更津市税条例の一部を改正する条例（平成２９年木更津市条例第１９号）の一部を次

のように改正する。 

  附則第２条中「平成３１年度」を「令和元年度」に改める。 

 （木更津市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第５条 木更津市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年木更津市条例第２９号）の一部を

次のように改正する。 

  附則第９条第４項及び第５項中「３２年新条例」を「２年新条例」に改める。 

 附則第１１条第４項及び第５項中「３３年新条例」を「３年新条例」に改める。 

第６条 木更津市税条例等の一部を改正する条例（令和元年木更津市条例第７号）の一部を次の
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ように改正する。 

  第２条のうち、木更津市税条例第２４条第１項第２号の改正規定を削る。 

  附則第１条第３号を次のように改める。 

  ⑶ 削除 

 附則第１条第４号中「（前号に掲げる改正規定を除く。）」を削る。 

  附則第２条中「３２年新条例」を「２年新条例」に改める。 

  附則第３条を次のように改める。 

 第３条 削除 

  附則第４条中「３１年１０月新条例」を「元年１０月新条例」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

⑴ 第１条中木更津市税条例第９４条第２項にただし書を加える改正規定及び同条第４項の改

正規定並びに附則第６条の規定 令和２年１０月１日 

⑵ 第１条中木更津市税条例第２４条第１項第２号、第３４条の２及び第３６条の２第１項た

だし書の改正規定並びに同条例附則第３条の２、第３条の２の２第１項、第１５条第１項及

び第１５条の２第３項の改正規定並びに次条並びに附則第３条第２項及び第３項の規定 令

和３年１月１日 

⑶ 第２条中木更津市税条例第９４条第２項ただし書の改正規定及び附則第７条の規定 令和

３年１０月１日 

⑷ 第２条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第４条の規定 令和４年４月１日 

 （延滞金に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の木更津市税条例（以下「新条例」という。）附則第３条の

２の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、

同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。 

 （市民税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和２年

度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税については、
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なお従前の例による。 

２ 新条例第２４条第１項（第２号に係る部分に限る。）、第３４条の２及び第３６条の２第１

項の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和２年度分までの個

人の市民税については、なお従前の例による。 

３ 令和３年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第３６条の２第１項の規定の

適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは、「地震保険料控除額、ひ

とり親控除額（地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）第１条の規定による

改正前の法（以下「旧法」という。）第２９２条第１項第１１号に規定する寡婦（旧法第３１

４条の２第３項の規定に該当するものに限る。）又は旧法第２９２条第１項第１２号に規定す

る寡夫である第２３条第１項第１号に掲げる者に係るものを除く。）」とする。 

４ 新条例第３６条の３の２第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第２項に規定する

申告書について適用する。 

５ 新条例第３６条の３の３第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法（昭和４

０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（同法第２０３条の７の規定

の適用を受けるものを除く。）について提出する新条例第３６条の３の３第１項に規定する申

告書について適用する。 

第４条 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の木更津市税条例の規定中法人の市民税に

関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この条において「４号施行日」という。）

以後に開始する事業年度（所得税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第８号）第３条の

規定（同法附則第１条第５号ロに掲げる改正規定に限る。）による改正前の法人税法（昭和４

０年法律第３４号。以下この条において「４年旧法人税法」という。）第２条第１２号の７に

規定する連結子法人（次項において「連結子法人」という。）の連結親法人事業年度（４年旧

法人税法第１５条の２第１項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項において同じ。）が

４号施行日前に開始した事業年度を除く。）分の法人の市民税について適用する。 

２ ４号施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が４号施行日前に開始

した事業年度を含む。）分の法人の市民税及び４号施行日前に開始した連結事業年度（４年旧

法人税法第１５条の２第１項に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。）（

連結子法人の連結親法人事業年度が４号施行日前に開始した連結事業年度を含む。）分の法人
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の市民税については、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第５条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和２年度

以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定資産税については、なお

従前の例による。 

２ 新条例第５４条第４項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令

和２年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 新条例第５４条第５項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

４ 新条例第７４条の３の規定は、施行日以後に、同条に規定する現所有者であることを知った

者について適用する。 

５ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に取得された地方税法等の一部を改正

する法律（令和２年法律第５号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２

２６号。次項及び第７項並びに附則第８条において「旧法」という。）附則第１５条第２項に

規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

６ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された旧法附則第１５条

第３３項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、

なお従前の例による。 

７ 平成２８年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された旧法附則第１５条

第４０項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例に

よる。 

 （市たばこ税に関する経過措置） 

第６条 附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たば

こに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 

第７条 附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たば

こに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 

 （都市計画税に関する経過措置） 

第８条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定は、令和２年度以後の年度分の都市計画税

について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 

２ 平成２８年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された旧法附則第１５条
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第４０項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年法律第  

号）の施行の日の前日までの間における新条例附則第２２条の規定の適用については、同条中

「、第４７項若しくは第４８項」とあるのは、「若しくは第４７項」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）及び元号を改める政令（平成３１年

政令第１４３号）の施行に伴い、関係条例の整備をしようとするものである。 
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議案第６１号 

木更津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和２年６月４日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦 

木更津市条例第  号 

木更津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

木更津市国民健康保険税条例（昭和５０年木更津市条例第２８号）の一部を次のように改正す

る。 

第３条第２項ただし書中「６１万円」を「６３万円」に改め、同条第４項ただし書中「１６万

円」を「１７万円」に改める。 

第２３条中「６１万円」を「６３万円」に、「１６万円」を「１７万円」に改め、同条第２号 

中「２８万円」を「２８万５千円」に改め、同条第３号中「５１万円」を「５２万円」に改める。 

 附則第９項及び第１０項中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１項」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第９項及び第１０項の改正規定は、令和

３年１月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の木更津市国民健康保険税条例の規定は、令和２年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の

例による。 

 

 

 

 

提案理由 

地方税法施行令の一部を改正する政令（令和２年政令第１０９号）及び地方税法等の一部を改

正する法律（令和２年法律第５号）の施行に伴い、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第６２号 

木更津市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和２年６月４日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

木更津市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年木更津市条例第６号）の一部を次のように

改正する。 

第２条中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。 

⑻ 広域連合条例附則第５条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付 

 附則第２条中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合（平均貸付割合（」

に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。）」に改め、「（以

下この条において「特例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を

「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例中第２条の改正規定は公布の日から、附則第２条の改正規定及び次項の規定は令和

３年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の木更津市後期高齢者医療に関する条例附則第２条の規定は、令和３

年１月１日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金につ

いては、なお従前の例による。 

 

提案理由 

千葉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例（令和２年

千葉県後期高齢者医療広域連合条例第４号）の施行に伴い、及び地方税法等の一部を改正する法 

律（令和２年法律第５号）による延滞税の割合の特例に準じ、延滞金の割合の特例を定めるため、

関係条文の整備をしようとするものである。 

39



議案第６３号 

木更津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例の制定について 

木更津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を

次のように制定する。 

令和２年６月４日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条  

例 

木更津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年木更津市条

例第１８号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第４項中「家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確保

が著しく困難であると認める」を「次のいずれかに該当する」に、「同号」を「第１項第３号」

に改め、同項に次の各号を加える。 

 ⑴ 市長が、法第２４条第３項の規定による調整を行うに当たって、家庭的保育事業者等によ

る保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置その他の家庭的保育事業者等

による保育の提供の終了に際して、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き必要

な教育又は保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 

 ⑵ 家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確保が、著しく困

難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く。）。 

 第６条第５項中「前項」の次に「（同項第２号に該当する場合に限る。）」を加える。 

 第２３条第２項第２号中「第３４条の２０第１項第４号」を「第３４条の２０第１項第３号」 

に改める。 

 第３７条第４号中「場合」の次に「又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは 

環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合」を加える。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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提案理由 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（令和２年厚生労働省令

第４０号）の施行に伴い、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第６４号 

木更津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例の制定について 

木更津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例を次のように制定する。 

令和２年６月４日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例 

木更津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年木更

津市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

 第１０条第３項中「指定都市」の次に「若しくは同法第２５２条の２２第１項の中核市」を加

える。 

 附則第２項中「令和２年３月３１日」を「令和５年３月３１日」に改め、同項を附則第３項と

し、附則第１項の次に次の１項を加える。 

 （設備の基準に関する経過措置） 

２ 木更津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す 

る条例（令和２年木更津市条例第  号）の施行の日（第４項において「２年施行日」という。） 

から令和５年３月３１日までの間、第９条第２項の規定の適用については、同項中「おおむね

１．６５平方メートル以上でなければならない」とあるのは、「おおむね１．６５平方メート

ル以上となるよう努めなければならない」とする。 

 附則に次の１項を加える。 

 （支援の単位に関する経過措置） 

４ ２年施行日から令和５年３月３１日までの間、第１０条第４項の規定の適用については、同

項中「おおむね４０人以下とする」とあるのは、「おおむね４０人以下となるよう努めなけれ

ばならない」とする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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提案理由 

 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（令和２年厚生労

働省令第２１号）の施行等に伴い、関係条文の整備をしようとするものである。 
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議案第６５号 

木更津市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。 

令和２年６月４日提出 

                 木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

木更津市重度心身障害者医療費の助成に関する条例（昭和４８年木更津市条例第６号）の一部

を次のように改正する。 

第１条中「重度の知的障害者及び身体障害者」を「重度心身障害者」に改める。 

第２条第１項第３号中「前各号」を「前２号」に改め、同項に次の１号を加える。 

⑷ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条第２項

の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律施行令（昭和２５年政令第１５５号）第６条第３項に規定する障害等級が１級である者 

第３条第１項第１号を次のように改める。 

⑴ 本市に住所を有する者。ただし、次に掲げる者を除く。 

ア 国民健康保険法第１１６条の２の規定により他の市町村の区域内に住所を有するものと

みなされる者 

イ 高齢者の医療の確保に関する法律第５５条及び第５５条の２の規定により他の後期高齢

者医療広域連合の後期高齢者医療の被保険者となる者 

ウ 身体障害者福祉法第９条第２項及び第３項又は知的障害者福祉法第９条第２項及び第３

項の規定により他の市町村が援護を行なつている者 

エ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２

３号）第１９条第３項及び第４項（同法第５２条第２項及び第７６条第４項の規定により

準用する場合を含む。）の規定により他の市町村が支給決定を行なつている者 

第３条第１項第３号を次のように改める。 

⑶ 高齢者の医療の確保に関する法律第５５条の規定により、千葉県後期高齢者医療広域連合

の後期高齢者医療の被保険者となる者であつて、同条に規定する入院、入所又は入居前に本
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市に住所を有していたと認められる者 

第３条第１項第４号中「第９条第２項」の次に「及び第３項」を加え、「（平成１７年法律第

１２３号）」を削り、「第１９条第３項」の次に「及び第４項」を加え、同号を同項第５号とし、

同項第３号の次に次の１号を加える。 

⑷ 高齢者の医療の確保に関する法律第５５条の２の規定により、千葉県後期高齢者医療広域

連合の後期高齢者医療の被保険者となる者であつて、本市の区域内に住所を有するとみなさ

れる者 

第３条第１項に次の１号を加える。 

⑹ 前各号の規定にかかわらず、本市に住所を有し、第１号アからエまでのいずれかに該当す

る者のうち、他の市町村による重度心身障害者に係る医療又はこれに類するものの助成を受

けることができない者で、市長が特に必要と認める者 

第３条第２項に次の１号を加える。 

⑷ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けている者 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年８月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （木更津市精神障害者医療費の助成に関する条例の適用除外） 

２ 施行日前にこの条例による改正後の木更津市重度心身障害者医療費の助成に関する条例第２

条第１項第４号に該当する者については、木更津市精神障害者医療費の助成に関する条例（昭

和５０年木更津市条例第９号）第３条第７項の規定は、適用しない。 

（準備行為） 

３ 第５条の申請及び認定並びにこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、

同条の規定の例により行うことができる。 

 

 

 

提案理由 

 重度心身障害者に対する医療費の助成の範囲に精神障害者を追加すること等のため、関係条文

の整備をしようとするものである。 
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議案第６６号 

木更津市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

木更津市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに制定する。 

令和２年６月４日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例 

木更津市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例（平成５年木更津市条例第２１

号）の一部を次のように改正する。 

 「    

 別表第１中 

 ２０キログラムまでごとに 

１３０円 

 

を  ２０キログラムまでごとに 

１８０円 

 

   」  

「    

 ２０キログラムまで ２００円 

２０キログラムを超える分につ

いては１０キログラムまでごと

につき ６５円 

 

に改める。 
 ２０キログラムまで ３００円 

２０キログラムを超える分につ

いては１０キログラムまでごと

につき ９０円 

 

  」  

   附 則 
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 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の木更津市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例別表

第１の規定は、令和３年４月１日以後に搬入する一般廃棄物の処理に関する手数料について適

用し、同日前に搬入する一般廃棄物の処理に関する手数料については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 一般廃棄物の処理に関する手数料を見直し、受益者負担の適正化を図るため、関係条文の整備

をしようとするものである。 

47



議案第６７号 

木更津市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例及び木更津市公共下水道の事業認可

区域外から公共下水道への流入に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

木更津市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例及び木更津市公共下水道の事業認可区域

外から公共下水道への流入に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和２年６月４日提出 

                          木更津市長  渡 辺  芳 邦   

木更津市条例第  号 

木更津市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例及び木更津市公共下水道の事業認可

区域外から公共下水道への流入に関する条例の一部を改正する条例 

 （木更津市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正） 

第１条 木更津市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和５９年木更津市条例第１５

号）の一部を次のように改正する。 

  附則第２項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合（平均貸付割合（」 

に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。）」 

に、「同じ」を「この項において同じ」に改め、「（以下この項において「特例基準割合適用

年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」 

を「延滞金特例基準割合に」に改め、附則第３項中「特例基準割合が」を「還付加算金特例基 

準割合（平均貸付割合に年０．５パーセントの割合を加算した割合をいう。）が」に、「同項 

規定」を「同項の規定」に、「附則第２項」を「附則第３項」に、「特例基準割合」」を「還 

付加算金特例基準割合」」に改める。 

（木更津市公共下水道の事業認可区域外から公共下水道への流入に関する条例の一部改正） 

第２条 木更津市公共下水道の事業認可区域外から公共下水道への流入に関する条例（平成１４

年木更津市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 附則第４項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合（平均貸付割合（」

に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合をいう。）」に改め、「（ 

以下この項において「特例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」

を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改める。 

   附 則 
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 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

 （延滞金に関する経過措置） 

２ 次に掲げる規定は、それぞれの延滞金のうち令和３年１月１日以後の期間に対応するものに

ついて適用し、同日前の期間に対応するものについては、それぞれなお従前の例による。 

 ⑴ 第１条の規定による改正後の木更津市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第

２項の規定 

 ⑵ 第２条の規定による改正後の木更津市公共下水道の事業認可区域外から公共下水道への流

入に関する条例附則第４項の規定 

 （過誤納金に関する経過措置） 

３ 第１条の規定による改正後の木更津市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第３

項の規定は、令和３年１月１日以後の期間に対応する過誤納金について適用し、同日前の期間

に対応する過誤納金については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）による延滞税の割合の特例に準じ、

延滞金等の割合の特例を定めるため、関係条例の整備をしようとするものである。 
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議案第６８号 

工事請負契約の締結について 

市は、次のとおり工事請負契約を締結する。 

令和２年６月４日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

１ 工 事 名  木更津市立小学校ＧＩＧＡスクール校内通信ネットワーク整備事業 

２ 工 事 場 所  木更津市中央一丁目１１番１号ほか１６校 

３ 工 事 概 要  校内高速大容量の通信ネットワークの整備 

４ 契 約 金 額  ２５６，３００，０００円（消費税及び地方消費税額を含む。） 

５ 契約の相手方  木更津市富士見一丁目７番８号 

小峯電業株式会社木更津支店 

木更津支店長 小川 繁春 

６ 契約の方法  随意契約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市立小学校ＧＩＧＡスクール校内通信ネットワーク整備事業の工事請負契約の締結に伴

い、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年木更津市条例

第９号）第２条の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第６９号 

工事請負契約の締結について 

市は、次のとおり工事請負契約を締結する。 

令和２年６月４日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

１ 工 事 名  木更津市立中学校ＧＩＧＡスクール校内通信ネットワーク整備事業 

２ 工 事 場 所  木更津市中央一丁目１０番１号ほか１１校 

３ 工 事 概 要  校内高速大容量の通信ネットワークの整備 

４ 契 約 金 額  １６５，４４０，０００円（消費税及び地方消費税額を含む。） 

５ 契約の相手方  木更津市請西南五丁目２５番地１８ 

六幸電気工業株式会社 

代表取締役 嶋野 貞雄 

６ 契約の方法  随意契約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

木更津市立中学校ＧＩＧＡスクール校内通信ネットワーク整備事業の工事請負契約の締結に伴

い、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年木更津市条例

第９号）第２条の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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議案第７０号 

   市道路線の認定について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、木更津市道路線を次のとお

り認定する。 

  令和２年６月４日提出 

木更津市長  渡 辺  芳 邦   

整理 

番号 
路 線 名  

起 点 

終 点 

１ 
市  道 
１３４７ 
号  線 

中島字呑堀２３３９番１６地先 

中島字呑堀２３３９番９地先 

２ 
市  道 
２５０２ 
号  線 

中里字宝５３０番６地先 

中里字宝５３０番５地先 

３ 
市  道 
４４１０ 
号  線 

畑沢南三丁目１６番４地先 

畑沢南三丁目１６番２６地先 

４ 
市  道 
４４１１ 
号  線 

畑沢南三丁目１６番３６地先 

畑沢南三丁目１６番４２地先 

５ 
市  道 
４４１２ 
号  線 

畑沢南三丁目１６番５２地先 

畑沢南三丁目１６番５８地先 

６ 
市  道 
４４１３ 
号  線 

畑沢南三丁目１６番６８地先 

畑沢南三丁目１６番７４地先 

７ 
市  道 
４４１４ 
号  線 

畑沢南三丁目１６番８地先 

畑沢南三丁目１６番８地先 

８ 
市  道 
７９９５ 
号  線 

請西南二丁目１６番３３地先 

請西南二丁目１６番３６地先 

 

提案理由 

 開発行為により築造された道路を市道に認定するため、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第８条第２項の規定により、議会の議決を得ようとするものである。 
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